
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２２年６月２４日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０門第３５号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年２月２１日 １５時５０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市鼠島南東方 対馬鼠島灯台から真方位１６０°７５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１８.７′ 東経１２９°１８.３′） 

事故等調査の経過  平成２２年２月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数等 ＭＵＲＲＥＬＥＴ
ム レ ッ ト

、長さ８.７６ｍ   プレジャーヨット 

  ２６０－２３００９静岡、個人所有  船舶番号、船舶所有者等 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 バラストキール擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長ほか同乗者３人が乗り、約１.５ｍの喫水で、対馬市鼠島南

方を約３ノットの速力で、手動操舵により東進中、平成２２年２月２１日

１５時５０分ごろ、鼠島南東方の浅所に乗り揚げた。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視程 約２海里以上 

 海象：潮汐 下げ潮中央期、うねり なし、波浪 穏やか 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

 本船は、鼠島南方沖を東進していたが、初めて

鼠島南方海域を航行する際の適切な水路調査を行

わなかったものと考えられる。 

判明した事項の解析 

原因  本事故は、本船が鼠島南方沖を航行する際、適切な水路調査を行わなか

ったため、同島南東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考え

られる。 

 

 




